
　当会歯科部会では、医療法で年２回の職員への実施が義務つけられてい　当会歯科部会では、医療法で年２回の職員への実施が義務つけられてい

る「院内研修」として活用頂ける、医療安全管理研修会を開催します。る「院内研修」として活用頂ける、医療安全管理研修会を開催します。

　今回は　今回は「デンタルクレンリネス」「デンタルクレンリネス」をテーマに開催します。院内環境向上、をテーマに開催します。院内環境向上、

医療安全管理の強化につながる研修会です。ぜひご参加下さい。医療安全管理の強化につながる研修会です。ぜひご参加下さい。

※お問い合わせは山口県保険医協会事務局 TEL(083-973-9630) まで

＜対象＞ 当会会員、医療機関スタッフ  

11/11( 土 ) 歯科医療安全管理研修会

医療機関名・住所・電話番号等

＜日時＞ 2023 年 11 月 11 日（土）　19 時 00 分～ 21 時 00 分

株式会社デンタルクレンリネス研究所代表

「デンタルクレンリネス」の実践「デンタルクレンリネス」の実践（仮題）（仮題）

小林 宏先生＜講師＞

氏名 職種

＜参加方法＞「会場参加」 又は「WEB 参加（ZOOM ウェビナー）」

歯科 医療安全管理研修会歯科 医療安全管理研修会

【会場参加】　山口県保険医会館２Ｆ「会議室」（定員：先着 20 名）

・席に限りがございます。原則１医療機関３名までの参加とさせて頂きます

※上記のため、必ず事前に申込みの上ご参加下さい。

※登録後「承認メール」をお送りします（状況により数

日お時間を頂く場合がございます）

↓会場参加者は、下記申込書に必要事項を記入の上 FAX（083-974-5900）までご返信ください

（URL）

 http://bit.ly/3RTT6hn

※協会 HP からもお申込み

　いただけます

【ＷＥＢ参加】Zoom ウェビナーによる参加

・右のリンクよりお申し込みください。

・受講証は参加人数分を後日郵送します。

【デンタルクレンリネスとは】【デンタルクレンリネスとは】　　

　「掃除」「清掃」は、“汚れた後に対処する”という事ですが、これでは「掃除しよう」とな　「掃除」「清掃」は、“汚れた後に対処する”という事ですが、これでは「掃除しよう」とな

るまで汚れた状態を放置することになり、多忙な診療の中、つい後回しになることもあります。るまで汚れた状態を放置することになり、多忙な診療の中、つい後回しになることもあります。

　そこで、“汚れるとわかっている箇所は汚れていなくても拭く”など、汚れが目立つ前の清　そこで、“汚れるとわかっている箇所は汚れていなくても拭く”など、汚れが目立つ前の清

掃行動を日常的に行うことが『クレンリネス』であり、それを歯科医院個々の事情に合わせ、掃行動を日常的に行うことが『クレンリネス』であり、それを歯科医院個々の事情に合わせ、

継続できるしくみにするのが『デンタルクレンリネス』です。継続できるしくみにするのが『デンタルクレンリネス』です。

※歯科医院向けの内容となります。※歯科医院向けの内容となります。

※「歯初診」届出にあたり受講が求められる「歯科
院内感染防止対策」としての研修会ではありません。

　　   

医療法で年２回の実施が

求められる「職員研修」

にご活用下さい


